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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第112期 

第３四半期連結 
累計期間 

第113期 
第３四半期連結 

累計期間 
第112期 

会計期間 
自平成28年４月１日 
至平成28年12月31日 

自平成29年４月１日 
至平成29年12月31日 

自平成28年４月１日 
至平成29年３月31日 

売上高 （千円） 6,581,365 7,816,929 9,102,558 

経常利益 （千円） 162,231 99,571 196,593 

親会社株主に帰属する四半期（当期）

純利益 
（千円） 793,016 173,269 949,880 

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 606,412 114,344 952,461 

純資産額 （千円） 4,924,043 5,335,648 5,275,465 

総資産額 （千円） 14,005,857 14,040,439 13,759,860 

１株当たり四半期（当期）純利益金額 （円） 651.74 126.62 756.57 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額 
（円） 640.81 124.95 745.91 

自己資本比率 （％） 29.8 32.5 32.7 

 

回次  
第112期

第３四半期連結
会計期間

第113期
第３四半期連結

会計期間

会計期間  
自平成28年10月１日
至平成28年12月31日

自平成29年10月１日
至平成29年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 55.66 68.31 

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

   ２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

   ３．平成29年10月１日付で株式併合を行ったため、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたものと仮

定して、１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額

を算定しております。

 

２【事業の内容】

 当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

 当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判 

断したものであります。 

 

（１）業績の状況 

①販売実績 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の回復や雇用・所得環境の改善が続くなかで各種

政策の効果もあって、緩やかな回復が続いております。一方で、北朝鮮情勢への警戒感や米国の政権運営に対す

る不確実性は高まっており、景気の先行きは不透明な状況にあります。 

 製缶業界の主要顧客である内需型企業は、国内需要の停滞、外需の減退に加えて人手不足などのコストアップ

要因等により引続き厳しい経営環境にあります。 

 この様な中、当社グループ（当社及び連結子会社）の当第３四半期連結累計期間の売上高は、7,816百万円と

なりました。 

 製品別の売上高は、以下のとおりとなっております。 

 製品別売上高                                             （単位：百万円、％） 

 
前第３四半期 当第３四半期

金額 構成比 金額 構成比

18Ｌ缶 4,394 66.8 5,272 67.5

美術缶 1,724 26.2 1,923 24.6 

その他 462 7.0 621 7.9

計 6,581 100.0 7,816 100.0

 
②損益実績 

 上記の売上高を受け、連結売上総利益は1,001百万円、販売費及び一般管理費につきましては、981百万円とな

り、営業利益は19百万円、経常利益は99百万円となりました。 

 

（２）財政状態 

（資産）

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産は6,171百万円となり、前連結会計年度末に比べ403百万円増加

いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が754百万円、仕掛品が43百万円増加し、現金及び預金が389百万

円減少したことによるものであります。固定資産は7,869百万円となり、前連結会計年度末に比べ123百万円減少

いたしました。これは主に投資による資産の増加280百万円、減価償却により有形固定資産、無形固定資産及び

投資その他の資産が312百万円減少したことによるものであります。

 この結果、総資産は、14,040百万円となり、前連結会計年度末に比べ280百万円増加いたしました。

 

（負債）

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は4,860百万円となり、前連結会計年度末に比べ540百万円増加

いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が897百万円増加し、短期借入金が50百万円、未払法人税等が129

百万円、賞与引当金が46百万円、設備関係支払手形が52百万円減少したことによるものであります。固定負債は

3,844百万円となり、前連結会計年度末に比べ320百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が306百万

円、繰延税金負債が17百万円減少したことによるものであります。

 この結果、負債合計は、8,704百万円となり、前連結会計年度末に比べ220百万円増加いたしました。
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（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は5,335百万円となり、前連結会計年度末に比べ60百万円増

加いたしました。これは主に利益剰余金が132百万円増加し、その他有価証券差額金が49百万円、非支配株主持

分が9百万円減少したことによるものであります。

 この結果、自己資本比率は32.5％（前連結会計年度末は32.7％）となりました。

 

（３）経営方針・経営戦略等 

 当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は

ありません。 

 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第３四半期連結累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 

（５）研究開発活動 

 当第３四半期連結累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

 

（６）経営成績に重要な影響を与える要因 

①需要動向 

 当社グループを取り巻く事業環境は、容器素材の多様化、少子高齢化によるスチール缶の需要減少が継続して

おり、厳しい競争が続いております。 
 

②原材料価格の高騰 

 主原料である鉄鋼薄板の価格の値上げを受け、お取引先の皆様にご理解をお願いし、その結果時間がかかりま

したがようやくご理解いただき始めました。 

 当社といたしましては、引続き生産効率の改善に努めると共に、原価上昇に伴う価格転嫁についてお取引先の

ご理解を得るよう努力してまいります。 
 

③有利子負債残高 

 当社グループの有利子負債は引続き高水準にあり、今後の金融情勢によっては収益の圧迫要因となる可能性を

抱えております。 
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 4,900,000

計 4,900,000
 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
（平成29年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年２月13日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,392,000 1,392,000
東京証券取引所 
（市場第二部）

単元株式数     
100株

 計 1,392,000 1,392,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

 当第３四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第５回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）

決議年月日 平成29年10月31日

新株予約権の数（個） 77

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 7,700

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自  平成29年11月15日

至  平成59年11月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格      1,116

資本組入額     558

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の

決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項
（注）４

（注）１．新株予約権と引換えに払い込む金銭 

 本新株予約権の払込金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルによ 

り算定される１株当たりのオプション価格（公正価格）に付与株式数（下記２．（１）で定義され

る。）を乗じて得た金額とする。ただし、当社は本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株 

予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権 

の払込金額の払込債務とを相殺する。 

２．新株予約権の内容 

（１）新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普 

通株式100株とする。 

 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当て 

を含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただ

し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である 

株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる 

ものとする。 

 調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率 

 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合そ 

の他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数 

は適切に調整されるものとする。 
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（２）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法 

 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付

を受ける株式１株あたりの払込金額を１円とし（以下、「行使価額」という。）、これに付与 

株式数を乗じた金額とする。 

（３）新株予約権を行使することができる期間 

本新株予約権を行使することができる期間（以下、「行使期間」という。）は、平成29年11月15 

日から平成59年11月14日とする。 

（４）増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 

17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満 

の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載 

の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

（５）譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 

（６）新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、上記２．（３）の期間内において、当社の取締役および監査役の地位を喪失し 

た日の翌日から10日（10日目が休日に当たる場合には前営業日）を経過する日までの間に限り、 

新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。 

②新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社 

となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換 

契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役 

会決議）がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるもの 

とする。ただし、下記４．に従って、新株予約権者に再編対象会社（下記４．で定義される）の 

新株予約権が交付される場合は、この限りでない。 

③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち１名（以下、「権利承継者」と 

いう。）に限り、新株予約権者が死亡した日の翌日から１年以内に限り、権利行使をすることが 

できる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。 

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過する 

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 

⑤ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。 

３．新株予約権の取得に関する事項 

（１）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分 

割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の 

承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締 

役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 

（２）新株予約権者が権利行使をする前に、上記２.（６）に定める規定により本新株予約権の行使がで 

きなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 

４．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い 

 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または 

株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の 

効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまで

に掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ 

交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収 

合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において 

定めた場合に限るものとする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記２．（１）に準じて決定する。 
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（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記２．（２）で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記４．（３）に

従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

上記２．（３）に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から 

上記２．（３）に定める行使期間の末日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上記２．（４）に準じて決定する。 

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 

（８）その他新株予約権の行使の条件 

上記２．（６）に準じて決定する。 

（９）新株予約権の取得事由及び条件 

上記３．に準じて決定する。 

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 

総数増減数（株） 
発行済株式 

総数残高（株） 
資本金増減額

（千円） 
資本金残高 
（千円） 

資本準備金 
増減額（千円） 

資本準備金 
残高（千

円） 

平成29年10月１日 △12,528,000 1,392,000 － 738,599 － 245,373

（注）平成29年６月29日開催の第112回定時株主総会決議により、平成29年10月１日付で普通株式10株につ

き１株の割合で株式併合を行っております。

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
 

（７）【議決権の状況】

 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することが出来ないことから、直前の基準日（平成29年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】

平成29年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 203,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 13,658,000 13,658 －

単元未満株式 普通株式 59,000 － －

発行済株式総数 13,920,000 － －

総株主の議決権 － 13,658 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれておりま

す。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれて

おります。

   ２．平成29年10月1日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。これにより、発

行済み株式総数は12,528,000株減少し、1,392,000株となっております。

   ３．平成29年６月29日開催の第112期定時株主総会において、株式併合に関する議案が承認可決されてお

ります。これにより株式併合の効力発生日（平成29年10月１日）をもって、単元株式数が1,000株か

ら100株に変更となっております。
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②【自己株式等】

平成29年12月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

日本製罐株式会社 埼玉県さいたま市 
北区吉野町２－２７５

203,000 － 203,000 1.46

計 － 203,000   203,000 1.46

（注）平成29年６月29日開催の第112期定時株主総会の決議により、平成29年10月１日付で株式併合（普通株式

10株につき１株の割合で株式併合）及び単元株式数の変更（1,000株から100株に変更）を行っておりま

す。

当第３四半期会計期間末日現在における自己株式数は35,406株（発行済株式総数に対する所有株式数の

割合は、2.54％）となっております。

 

２【役員の状況】

 該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。 

 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成29年10月１日から平

成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

    （単位：千円） 

  前連結会計年度 
(平成29年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成29年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 801,289 412,061 

受取手形及び売掛金 3,971,387 ※２ 4,725,710 

商品及び製品 132,715 98,333 

仕掛品 317,307 360,377 

原材料及び貯蔵品 413,514 428,495 

繰延税金資産 81,194 81,194 

その他 51,006 65,733 

貸倒引当金 △885 △762 

流動資産合計 5,767,529 6,171,144 

固定資産    

有形固定資産    

建物 5,236,061 5,338,622 

減価償却累計額 △3,505,807 △3,570,352 

建物（純額） 1,730,253 1,768,269 

構築物 286,317 287,706 

減価償却累計額 △251,719 △255,496 

構築物（純額） 34,598 32,209 

機械及び装置 8,196,292 8,295,505 

減価償却累計額 △7,257,792 △7,377,169 

機械及び装置（純額） 938,499 918,335 

車両運搬具 50,911 49,031 

減価償却累計額 △50,722 △48,951 

車両運搬具（純額） 188 79 

土地 915,231 915,231 

リース資産 8,880 8,880 

減価償却累計額 △2,775 △3,607 

リース資産（純額） 6,105 5,272 

建設仮勘定 50,439 41,038 

その他 642,501 657,111 

減価償却累計額 △567,712 △592,216 

その他（純額） 74,788 64,894 

有形固定資産合計 3,750,105 3,745,331 

無形固定資産    

ソフトウエア 92,092 73,812 

ソフトウエア仮勘定 557 9,857 

のれん 17,874 14,895 

その他 1,923 1,923 

無形固定資産合計 112,446 100,487 

投資その他の資産    

投資有価証券 3,363,730 3,280,977 

賃貸不動産 1,625,614 1,625,614 

減価償却累計額 △879,651 △909,725 

賃貸不動産（純額） 745,962 715,889 

その他 23,334 29,859 

貸倒引当金 △3,250 △3,250 

投資その他の資産合計 4,129,777 4,023,476 

固定資産合計 7,992,330 7,869,294 

資産合計 13,759,860 14,040,439 
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    （単位：千円） 

  前連結会計年度 
(平成29年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成29年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 2,609,376 ※２ 3,506,480 

短期借入金 ※３ 100,000 ※３ 50,000 

1年内返済予定の長期借入金 ※４ 1,010,708 ※４ 923,684 

未払法人税等 130,460 900 

未払事業所税 18,181 13,635 

賞与引当金 83,208 36,532 

リース債務 1,198 1,198 

設備関係支払手形 85,422 32,461 

その他 281,696 295,854 

流動負債合計 4,320,252 4,860,748 

固定負債    

長期借入金 ※４ 2,953,841 ※４ 2,647,742 

リース債務 5,394 4,495 

繰延税金負債 1,034,083 1,016,567 

退職給付に係る負債 106,858 109,941 

役員退職慰労引当金 11,682 11,682 

資産除去債務 14,129 14,243 

その他 38,152 39,370 

固定負債合計 4,164,141 3,844,042 

負債合計 8,484,394 8,704,790 

純資産の部    

株主資本    

資本金 738,599 738,599 

資本剰余金 245,373 245,373 

利益剰余金 1,618,757 1,750,877 

自己株式 △22,955 △41,895 

株主資本合計 2,579,774 2,692,954 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 1,919,505 1,870,192 

その他の包括利益累計額合計 1,919,505 1,870,192 

新株予約権 15,096 21,025 

非支配株主持分 761,088 751,476 

純資産合計 5,275,465 5,335,648 

負債純資産合計 13,759,860 14,040,439 
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

    （単位：千円） 

 
 前第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 

 至 平成28年12月31日) 

 当第３四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年12月31日) 

売上高 6,581,365 7,816,929 

売上原価 5,642,282 6,815,703 

売上総利益 939,082 1,001,225 

販売費及び一般管理費    

運賃及び荷造費 325,029 382,610 

従業員給料及び手当 171,841 225,573 

役員報酬 66,559 77,025 

株式報酬費用 4,483 5,928 

賞与引当金繰入額 25,771 22,018 

支払手数料 56,430 56,140 

減価償却費 24,779 29,204 

のれん償却額 1,986 2,979 

その他 160,424 180,053 

販売費及び一般管理費合計 837,305 981,534 

営業利益 101,777 19,691 

営業外収益    

受取配当金 50,920 41,534 

不動産賃貸料 112,445 114,741 

その他 15,795 9,164 

営業外収益合計 179,161 165,440 

営業外費用    

支払利息 36,989 27,618 

手形売却損 4,369 － 

シンジケートローン手数料 16,000 1,000 

不動産賃貸費用 23,495 25,648 

賃貸建物減価償却費 27,626 30,073 

その他 10,225 1,220 

営業外費用合計 118,707 85,561 

経常利益 162,231 99,571 

特別利益    

固定資産売却益 1,037 － 

投資有価証券売却益 612,531 95,491 

段階取得に係る差益 116,436 － 

特別利益合計 730,004 95,491 

特別損失    

固定資産除却損 － 3,489 

特別損失合計 － 3,489 

税金等調整前四半期純利益 892,236 191,573 

法人税等 92,721 33,384 

四半期純利益 799,515 158,189 

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△） 
6,498 △15,080 

親会社株主に帰属する四半期純利益 793,016 173,269 
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

    （単位：千円） 

 
 前第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 

 至 平成28年12月31日) 

 当第３四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年12月31日) 

四半期純利益 799,515 158,189 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △193,102 △43,844 

その他の包括利益合計 △193,102 △43,844 

四半期包括利益 606,412 114,344 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 591,899 123,956 

非支配株主に係る四半期包括利益 14,513 △9,611 
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算） 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

１ 受取手形裏書譲渡高
 

 
前連結会計年度 

（平成29年３月31日） 
当第３四半期連結会計期間 
（平成29年12月31日） 

受取手形裏書譲渡高 －千円 30,232千円 
 
 

※２ 四半期連結会計期間末日満期手形

 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が

四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（平成29年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成29年12月31日）

受取手形 －千円 205,232千円

支払手形 －千円  37,935千円

 

※３ 当座借越契約 

 当社及び連結子会社（新生製缶株式会社）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当

座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

（平成29年３月31日） 
当第３四半期連結会計期間 
（平成29年12月31日） 

当座貸越極度額 1,320,000千円 1,470,000千円 

借入実行残高 100,000 50,000 

差引額 1,220,000 1,420,000 
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※４ 財務制限条項等 

①当社の株式会社日本政策金融公庫からの長期借入金の内、154,000千円（１年以内返済予定額を含む）には、

以下の財務制限条項が付されております 

  最終返済日 借入残高 財務制限条項

 

 

（1）

 

 

平成31年6月20日 124,000千円

①平成24年3月期以降における単体の貸借対照表に記載される純

資産額が1,908,100千円以下にならないこと。

②書面による事前承認なしに、第三者（代表者、子会社等を含

む）に対して新たに行う貸付、出資及び保証の総額が414,000千

円を超えないこと。

 

（2）

 

 

平成30年10月20日  12,400千円

①平成26年3月期以降における単体の貸借対照表に記載される純

資産額が1,592,000千円以下にならないこと。

②書面による事前承認なしに、第三者（代表者、子会社等を含

む）に対して新たに行う貸付、出資及び保証の総額が279,600千

円を超えないこと。

（3） 平成30年10月20日  17,600千円

①平成26年3月期以降における単体の貸借対照表に記載される純

資産額が1,592,000千円以下にならないこと。

②書面による事前承認なしに、第三者（代表者、子会社等を含

む）に対して新たに行う貸付、出資及び保証の総額が279,600千

円を超えないこと。

 

②当社は、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする取引銀行計６行とシンジケーション方式によるタームロ

ーン契約を締結しております。この契約に基づく長期借入金残高は1,200,000千円（１年以内返済予定額を含

む）には、以下の資産制限条項及び財務制限条項が付されております。 

・資産制限条項 

イ．組織変更（会社法（平成１７年法律第８６号、その後の改正も含む。）第２条第２６号で定義された意味

を有する。）、合併、会社分割、株式交換、株式移転、もしくは自己信託の設定は行わない。 

ロ．事業もしくは資産の全部もしくは一部の第三者への譲渡（セールスアンドリースバックのための譲渡を含

み、許容担保権のの実行に伴う資産売却もしくは許容担保権の対象物件の任意売却を除く。）は行わない。 

ハ．第三者の事業もしくは資産の全部もしくは一部の譲受は行わない。 

・財務制限条項 

イ．平成２９年３月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、 

平成２８年３月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の７５%以上に維持すること。 

ロ．平成２９年３月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各年度の決算期におけ

る単体の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにすること。 

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自  平成28年４月１日
至  平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自  平成29年４月１日
至  平成29年12月31日）

減価償却費 270,472千円 309,485千円 

のれんの償却額 1,986 2,979
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（株主資本等関係）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日） 

配当金支払額

（決議）
株式の

種類

配当金の

総額

（千円）

1株当た

り配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月29日

定時株主総会
普通株式 34,372 3 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日） 

配当金支払額

（決議）
株式の

種類

配当金の

総額

（千円）

1株当た

り配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月29日

定時株主総会
普通株式 41,149 3 平成29年３月31日 平成29年６月30日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年12月31日） 

 金属缶の製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成29年４月１日 至平成29年12月31日） 

 金属缶の製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日）

(1) １株当たり四半期純利益金額 651円74銭 126円62銭 

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）
793,016 173,269

普通株主に帰属しない金額（千円）    

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益金額（千円）
793,016 173,269

普通株式の期中平均株式数（株） 1,216,773 1,368,475

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 640円81銭 124円95銭 

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

(千円)
－ －

普通株式増加数(株） 20,750 18,200

（注）当社は、平成29年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年   

度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり   

四半期純利益金額を算定しております。

 

２【その他】

 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年２月13日

日本製罐株式会社 

取締役会 御中 

 

東陽監査法人 

 

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 金 野  栄太郎  印 

 

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 安 達  則 嗣  印 

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

  公認会計士 川 越  宗 一  印 

 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本製罐株式会

社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成29年10月１日から平成

29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。 

 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 
監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本製罐株式会社及び連結子会社の平成29年12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以 上
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告
書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 


